
茅
野
　
健

空
き
家
対
策
の
進
捗
状
況
は

処
理
要
綱
を
制
定
し
対
応
し
て
い
る 

町

平
成
26
年｢

空
き
家
等
対
策

の
推
進
に
関
す
る
特
別
措

置
法｣

施
行
後
の
町
の
対
応
は
。

町
長　

平
成
27
年
12
月｢

那
須

町
特
定
空
家
等
処
理
要
綱｣

を

制
定
し
、 

事
務
処
理
を
行
っ
て

い
る
。
ま
た
平
成
27
年
９
月
よ

り｢

那
須
町
空
き
家
バ
ン
ク
事

業｣

を
開
始
し
て
い
る
。 

現
在
ま
で
処
理
要
綱
に
基

づ
く
指
導
な
ど
を
行
っ
た

成
果
は
。 

ふ
る
さ
と
定
住
課
長　

現
在
ま

で
22
件
の
助
言
及
び
指
導
を
行

い
、
５
件
の
空
き
家
の
撤
去
が

行
わ
れ
た
。 

本
町
に
於
け
る
空
き
家
の

総
数
は
。 

ふ
る
さ
と
定
住
課
長　

現
在
ま

で
の
調
査
の
結
果
、
約
３
５
０
軒

が
把
握
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
数
字

に
別
荘
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

所
有
者
不
明
の
空
き
家
な

ど
が
原
因
で
損
害
事
件
が

起
き
た
場
合
の
責
任
の
所
在
は
。

ふ
る
さ
と
定
住
課
長　

原
則
的

問問問問

に
、
最
後
の
所
有
者
が
責
任
を 

負
う
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

空
き
家
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

し
、
町
営
の
戸
建
て
住
宅

と
し
て
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
や
、

I
T
系
の
個
人
事
業
主
に
貸
し

出
す
考
え
は
。

ふ
る
さ
と
定
住
課
長　

借
主
、

貸
主
双
方
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
れ

ば
、
今
後
検
討
し
て
い
き
た
い
。

｢空
き
家
等
対
策
の
計
画
｣

の
策
定
の
進
捗
状
況
は
。

ふ
る
さ
と
定
住
課
長　

現
在
、

空
き
家
の
実
数
な
ど
の
調
査
を

行
っ
て
い
る
。
利
活
用
や
撤
去

な
ど
の
対
策
と
合
わ
せ
て
検
討

し
な
が
ら
策
定
の
計
画
を
立
て

て
い
き
た
い
。

町
内
各
地
の
再
生
計
画
が

整
備
さ
れ
て
き
た
の
で
、

こ
の
計
画
と
も
連
動
さ
せ
る
べ

き
で
は
な
い
か
。

ふ
る
さ
と
定
住
課
長　

再
生
計

画
上
、
撤
去
や
利
活
用
な
ど
が
必
要

な
場
合
に
は
、
地
域
の
協
力
を
得
な

が
ら
の
連
動
も
可
能
と
考
え
る
。  

問問問
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　町内でも空き家の利活用が望まれる

　全国の空き家総数は８２０万戸に「国土交通省ＨＰより」

※

「
那
須
町
特
定
空
家
等
処
理
要
綱
」：
管
理
不
全
家
屋
に
対
し
、
指
導
や
勧
告
、
必
要

に
よ
っ
て
は
代
執
行
ま
で
の
措
置
を
と
る
た
め
の
事
務
処
理
に
関
す
る
要
綱
。

※


